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 永平寺町議会基本条例の一部を改正する条例を公布する。 

 

  令和３年12月20日 

 

福井県吉田郡永平寺町長 河 合 永 充 

 

永平寺町条例第28号 

 

永平寺町議会基本条例の一部を改正する条例 

 

 永平寺町議会基本条例（平成２４年永平寺町条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 第４条第５項中、「年1回以上」の次に「（ただし、特別な事情がある場合は、この限りで

ない。）」を加える。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


